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（※については例規集登載事項）
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告 示

○収去飼料の試験結果の公表 （畜産課取扱い）１

鹿児島県告示第945号

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第56条第１項及び

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令（昭和51年政令第198号）第11条第３

項の規定により，平成24年５月に収去した飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験結

果の概要は，次のとおりである。

平成24年８月14日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

栄養成分に関する検査
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平成 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ kcal/kg ％

枕崎水産加工
業協同組合
化成工場
（枕崎市）

同左 魚粕

24.5 58.5 - - 27.6 - - - - - - - 3.1

山川水産加工
業協同組合
フィッシュミ
ール工場
（指宿市）

同左 フィッシュ
ソリュブル
吸着魚粕 24.5 58.6 - - 27.5 - - - - - - - 6.5

（株）ジャパ
ンファーム
垂水工場
（垂水市）

同左 チキンミー
ル

24.5 60.6 - - 12.4 - - - - - - - 4.3

ノーサン印
ブロイラー
肥育前期用
配合飼料Ｊ
Ｆ前期Ｍ

24.5 22.7 7.6 2.9 5.3 1.02 0.67 - - - - 3,100 12.2

ノーサン印
ブロイラー
肥育後期用
配合飼料新
ノーサン仕
上

24.5 20.9 8.7 3.0 4.6 0.94 0.56 - - - - 3,250 12.1

ノーサン印
肉豚肥育用
配合飼料Ｊ
ＦＮミート
Ｈ

24.5 17.8 5.5 3.4 4.6 0.74 0.42 - - - 80.0 - 12.1

同左

違反の
内 容

試験結果の概要
製造事業場等
の名称及び所
在地

収去
場所

飼料の名称
製造
(輸入)
年月

日本農産工業
（株）
志布志工場
（志布志市）
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注１ 試験結果の概要の欄には，試験した検査項目ごとにその分析結果を記載してある。

２ 違反の内容の欄には，表示成分量に対して過不足があった場合はその成分の過不足量

（絶対量）を，原材料について違反があった場合はその内容を記載してある。

ノーサン印
種豚飼育用
配合飼料ブ
リードＳ

24.5 16.6 2.8 3.8 5.9 0.98 0.60 - - - 73.5 - 12.8

ノーサン印
ほ乳期子牛
人工乳用配
合飼料バイ
オカーフ

24.4 26.5 2.7 3.9 6.7 1.03 0.46 - - - 76.0 - 12.8

ニ チ モ ウ
（株）
鹿児島工場
（志布志市）

同左 ニチモウ印
海産魚育成
用配合飼料
ニチモウペ
スカ育成用

24.5 43.8 25.3 1.0 11.5 3.08 1.67 - - - - - 7.4

同左 マル中印ブ
ロイラー肥
育後期用配
合飼料ブロ
ゴール

24.5 19.7 8.5 2.7 4.6 0.86 0.54 - - - - 3,250 11.5

マル中印ブ
ロイラー肥
育後期用配
合飼料ブロ
後期

24.5 20.3 8.8 3.0 4.6 0.85 0.55 - - - - 3,250 11.6

マル中印肉
豚肥育用配
合飼料肉豚
ＵＰペレ

24.5 13.8 2.9 2.6 3.9 0.63 0.46 - - - 77.0 - 11.9

マル中印肉
豚肥育用配
合飼料ナチ
ュラルポー
クＣＲ

24.5 15.0 2.8 2.9 3.8 0.61 0.40 - - - 76.0 - 11.4

マル中印肉
用牛肥育用
配合飼料き
らめきＢＣ
Ｓ

24.5 14.5 3.3 4.9 3.6 0.25 0.54 - - - 73.0 - 12.9

中 部 飼 料
（株）
志布志工場
（志布志市）
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